
療養通所介護について  

Ⅰ療養通所介護の現状と課題（平成18年  

【療養通所介護のサービス提供状況】  

○ 療養通所介護事業所は、創設から事業所数を伸ばしてきているが、最近は、横ばい   
状態である。  

○ 療養通所介護の延べ利用回数は22百回（平成20年4月審査分）であり、要介護3以上   
が9割を超えている。  
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○ 通所介護の利用者の約6割が要介護1、2との軽度看であるのに対し、療養通所介護   
事業所利用者の要介護度は、要介護4、5の重度者が7割を超えている。  

療養通所介護利用者の要介護度の状況  

療養通所介護  

（N＝385）   

通所介護  

（N＝955，506  

60％  20％  40％   80％  1000〕  0％  

□経過的要介護□要介護1ロ要介護2【】要介護3口要介護4【】要介護5□その他□無回答   

出典：（財）日本訪問看護振興財団 平成19年度厚生労働省老人保健事業健康増進等事業「療養通所介護事業の適正な運営に関する調査研究事業報告書」  

厚生労働省 平成18年介護サービス施設・事業所調査   



【療養通所介護のサービス利用状況】  

○ 定員数（現行制度では5名以内）が5名の事業所は61．1％（平均定員4．31人）  

○ 待機者は、5名を定員数としている事業所「ご6か所、3～4名としている事業所で2か所   

ある。  

療養適所介護の利用の状況  

事業所の定員数   1～2名   ：3～4名   5名  

施設数   1か所（2．8％）   13か所（36．1％）   22か所（61．1％）   計 36か所（＊）   

1月の実利用音数   2．33人   4．27人   11．65人   平均 8．73人   

1月の延べ利用回数  

（3時間以上6時間未満）  
7．39回   7．46回   平均 7．44回   

1月の延べ利用回数  

（6時間以上8時間未満）   
9．44回   ■t6．58回   40．35回   平均 30．91回   

待機者がいる事業所数  2か所   6力ヽ所  

平均待機者数  1．5人   2．8人   

定員を理由に利用を  1か所   4か所   

断ったことがある事業所数  

待機者がいる事業所の遇の開設と定員数  

週の開設日及び   週5日開設   週5日開設   週3日開設   週3日開設   週2日開設   

定員数   定員5名   定員3名   定員5名   定員4名   定員5名   

事業所数   4か所   1か所   1か所   1か所   1か所   

出典：平成19年度 老人保健健康増進等事業「療養適所介護事業の適切な運営に関する調査研究事業報告書」日本訪問看護振興財団  
＊ 全事業所（50か所）を対象に調査、有効回答数36（72％）。  
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【療養通所介護のサービス利用状況】  

○療養通所介護利用者の居室の床面積に関する基準は、老人保健施設と同じであり、  
介護療養型医療施設よりも広くなっている。  

○一方、利用者の平均要介護度は老人保健施設と比較して高く、介護療養型医療施  
設と同程度である。  

施設基準（居室の床面積に関する基準）及び平均要介護度  

養型   介護老人   

巨設   保健施設   

上ノ／人   8．0ポ以上／人   

団   3．18  

（※）平均要介護度＝平成18年度介護サービス施設・事業所調査  
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Ⅱ これまでの指摘等の概要  

【平成18年1月26日 平成18年介護報酬改定答申（抜粋）】  

下記の事項については、社会保障審議会介護給付費分科会におけるこれまでの審議も踏  
まえ、今回の介護報酬・基準等の見直し後、さらに検討を進め、適切な対応を行うものとする。  

1．介護保険法の一部改正に伴い、新たに導入された「介護予防サービス」や「地域密着型  
サービス」、今回の介護報酬改定において基本的な見直しが行われた「居宅介護支援及び  
介護予防支援」、さらに「療養通所介護」等の新たな取組みをはじめ、今回の改定後のサー  
ビスの利用実態等について、この度の改定の「基本的な視点」も踏まえ、今後、調査・分析を  
適切に行うこと。  
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Ⅲ 療養通所介護の報酬・基準に関する論点  

【基本的な考え方】  

○医療ニーズと介護ニーズを併せ持つ在宅療養者の受け皿の経営の安定を図るという観  

点から見直しを行ってはどうか。  

【具体的な論点】  

（1）定員数5名の事業所に待機者があることから、定員数を見直してはどうか。  

（2）療養通所介護の利用者は重度であることから、他のサービスにおける居室の床面積   
に関する基準等も参考にしながら、面積の基準について見直してはどうか。  
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参考資料   



【平成柑年介護報酬改定】  

○ モデル事業の成果を踏まえ、適所介護の一類型として「療養通所介護」を創設  

【療養適所介護の基準等】  

人員配置   ・従業者 利用者：看護・介護職員＝1．5：1  

（常勤専従の看護師を1名配置）  

■管理者 常勤の看護師  

■併設訪問看護ステーション等との兼務可  

■訪問看護の経験者であること  

設備等   ・定員5名以内  

・専用の部屋の面積は8ポ以上／人  

（専用の部屋は他の部屋等から完全に遮蔽されていること）  

対象者   難病等を有する重度要介護者又はがん末期の者であって、サービス提  

供に当たり常時看護師による観察が必要な者を対象とする。  

サービス内容   療養通所介護計画に基づき入浴、排泄、食事等の介護その他の日常  
生活上の世話及び機能訓練を行う。  

介護報酬単価   ■3時間以上6時間未満1，000単位／日  

■6時間以上8時間未満1，500単位／日  



各種サービスの単価（参考）  
日中のみのサービス1  

3時間以上6時間未満  6時間以上8時間未満   

療養通所介護費   1000単位  1500単位  

3時間以上   4時間以上  6時間以上  

4時間未満   6時間未満  8時間未満   

通所介護責（要介護4）   549単位   748単位  1013単位   

通所介護費（要介護5）   605単位   828単位  1125単位  

介護老人保健施設   療養病床を有する病院   療養病床を有する診療所   

特定介護老人保健施設短  

期入所療養介護費  760単位   760単位  760単位   
（要介護4および要介護5）  

ショートステイ  

介護老人保健施設   療養病床を有する  療養病床を有する  

病院  診療所   

短期入所療養介護費（Ⅰ）  

（要介護4）   

987単位   1281単位   968単位   

短期入所療養介護費（Ⅰ）  

（要介護5）   

1040単位   1372単位   1020単位  




